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海
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生
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水
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達
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)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出

(

同

)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出

(

同

)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
十
七
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
青
森
河
川
国
道
事
務
所

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

車
載
写
真
レ
ー
ザ
測
量
に
よ
る
地
形
測
量)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
八
年
九
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

国
道
七
号

(

青
森
市
大
字
鶴
ケ
坂
字
山
本
〜
青
森
市
長
島
二
丁
目)

国
道
七
号
青
森
環
状
道
路

(

青
森
市
大
字
新
城
字
山
田
〜
青
森
市
大
字
平
新
田
字
森
越)

青
森
県
告
示
第
十
八
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
二
月
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
……

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成29年１月13日 金曜日 第4248号1

�
�
�
�
�
�

�
	
�


�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



( )

青
森
県
告
示
第
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
二
月
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成29年１月13日 金曜日 第4248号 2

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

弘
前
市
大
字
十
面
沢
字
早
助
森
一
五
か
ら

弘
前
市
大
字
十
面
沢
字
早
助
森
二
一
の
四
ま
で

平
成
��･

�･

��

県
道
弘
前
鰺
ケ
沢

線

弘
前
市
大
字
貝
沢
字
沢
辺
三
〇
七
の
八
九
六
か
ら

弘
前
市
大
字
貝
沢
字
沢
辺
七
五
の
一
ま
で

〃

県
道
久
渡
寺
新
寺

町
線

弘
前
市
大
字
大
開
一
丁
目
一
の
一
か
ら

弘
前
市
大
字
若
葉
二
丁
目
五
の
二
ま
で

〃

県
道
浪
岡
北
中
野

黒
石
線

黒
石
市
竹
田
町
一
三
二
か
ら

黒
石
市
竹
田
町
一
三
二
ま
で

〃

県
道
相
馬
常
盤
野

線

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
大
秋
字
開
野
五
八
の
一
一

九
か
ら

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
大
秋
字
開
野
五
五
ま
で

〃

５ ４ ３ ２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

県

道

県

道

道
路
の

種

類

相
馬
常
盤
野

線 浪
岡
北
中
野

黒
石
線

久
渡
寺
新
寺

町
線

弘
前
鰺
ケ
沢

線 路
線
名

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
大
秋
字
開
野
五
八
の
一
一
九
か
ら

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
大
秋
字
開
野
五
五
ま
で

黒
石
市
竹
田
町
一
三
二
か
ら

黒
石
市
竹
田
町
一
三
二
ま
で

弘
前
市
大
字
大
開
一
丁
目
一
の
一
か
ら

弘
前
市
大
字
若
葉
二
丁
目
五
の
二
ま
で

弘
前
市
大
字
貝
沢
字
沢
辺
三
〇
七
の
八
九
六
か
ら

弘
前
市
大
字
貝
沢
字
沢
辺
七
五
の
一
ま
で

弘
前
市
大
字
十
面
沢
字
早
助
森
一
五
か
ら

弘
前
市
大
字
十
面
沢
字
早
助
森
二
一
の
四
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前 後 前 後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
四
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
三
六
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

一
三
六
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

一
五
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
五
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
二
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

四
二
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

一
九
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
九
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
九
〇
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

一
九
〇
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

青
森
県
告
示
第
二
十
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四
十
七
年
二
月
二
十
二
日
青
森
県
告
示
第
百
四
十
六
号

(

急
傾

斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備

部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

次
の
と
お
り
改
め
る
。

岡
崎
２
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
十
一
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
一
号
と
標
柱
十
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

(
国
道
一
〇
一
号
及
び
県
道
岩
崎
深
浦
線

及
び
町
道
深
浦
一
号
線
の
区
域
を
除
く
。)

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
二
号
と
標
柱
三
号
を
結

ん
だ
線
は
県
道
岩
崎
深
浦
線
官
民
地
境
界
線
、
標
柱
六
号
と
標
柱
七
号
を
結
ん
だ
線
は
町
道
深
浦
六

号
線
官
民
地
境
界
線
と
し
、
そ
の
他
の
各
標
柱
を
結
ぶ
線
は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

公

告

青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の
公
表

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律

(

平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号)

第
四
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画

(

平
成
二
十
八
年

六
月
二
十
四
日
公
表)

の
全
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成29年１月13日 金曜日 第4248号3

標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六七八九十

西
津
軽
郡
深
浦
町

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

深
浦

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

浜
町

〃〃〃〃〃〃岡
崎

〃〃

二
九
七
の
一

二
七
五
の
二

二
七
三
の
三

二
七
五
の
一

二
七
六
の
四

二
七
五
の
九

二
七
五
の
三

三
七
の
一

三
七
の
一
七

三
四
〇
の
三
九

十
一

〃

〃

浜
町

三
八
〇
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特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

放
射
線
モ
ニ
タ

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

東
北
化
学
薬
品
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
神
田
一
丁
目
三
の
一

六

契
約
金
額

七
千
三
百
八
十
一
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号

の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
購
入
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断

し
た
製
作
仕
様
書
及
び
工
程
表
を
提
出
し
た
者
を
参
加
者
と
し
て
入
札
を
行
っ
た
が
、
予
定
価
格

の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
が
な
く
、
再
度
の
入
札
に

付
し
た
が
落
札
者
が
な
か
っ
た
た
め
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
の
見
積
を

行
っ
た
者
と
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
四
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

放
射
線
測
定
装
置

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

東
北
化
学
薬
品
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
神
田
一
丁
目
三
の
一

六

落
札
金
額

三
千
四
百
六
十
三
万
九
千
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
購
入
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断

さ
れ
た
製
作
仕
様
書
及
び
工
程
表
に
基
づ
く
入
札
書
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、

最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
四
日
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( )

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

青 森 県 報平成29年１月13日 金曜日 第4248号7

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日

く
ど
う
修
逸
後
援

会

荒
関

壽
久

成
田

卓
司

北
津
軽
郡
中
泊
町
大

字
中
里
字
亀
山
五
〇

八

平
成

��

･

��･

�

税
理
士
に
よ
る
木

村
太
郎
後
援
会

石
塚

徹

小
林

太
郎

弘
前
市
大
字
城
東
北

一
丁
目
一
の
二
〇

��･

��･

��

政
治
団
体
の
名
称

(

代
表
者
氏
名)

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

自
由
民
主
党
弘
前
市

支
部

(

工
藤

光
志)

代

表

者

工
藤

光
志

西
谷

冽

平
成

��･

��･

��

民
進
党
青
森
県
第
１

行
政
区
支
部

(

北

紀
一)

政
治
団
体
の

名
称

民
進
党
青
森
県
第

１
行
政
区
支
部

民
主
党
青
森
県
第

１
行
政
区
支
部

��･

��･

��

政
治
団
体
の
名
称

(

代
表
者
氏
名)

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

小
野
寺
あ
き
ひ
こ
後

援
会

(

大
坂

健
蔵)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
本
町
一
丁

目
二
の
二
〇

青
森
市
中
央
一
丁

目
三
の
七

平
成

��･

��･

�

未
来
の
青
森
を
創
る

会(

小
野
寺

晃
彦)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
本
町
一
丁

目
二
の
二
〇

青
森
市
中
央
一
丁

目
三
の
七

��･

��･

�

山
端
ひ
ろ
し
後
援
会

(

山
端

政
博)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

十
和
田
市
東
二
十

二
番
町
五
の
八

十
和
田
市
東
二
十

一
番
町
三
一
の
二

八

代

表

者

山
端

政
博

山
端

幸
博

��･

��･

�

未
来
の
元
気
な
大
間

町
を
考
え
る
会

(

佐
々
木

秀
樹)

政
治
団
体
の

名
称

未
来
の
元
気
な
大

間
町
を
考
え
る
会

佐
々
木
ひ
で
き
後

援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

下
北
郡
大
間
町
大

字
大
間
字
割
石
六

の
二
一
二

下
北
郡
大
間
町
大

字
大
間
字
冷
水
五

四
の
二
三

��･

��･

�

小
山
田
久
後
援
会

(

小
笠
原

俊
実)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

十
和
田
市
穂
並
町

一
五
の
四
八

十
和
田
市
元
町
西

二
丁
目
一
〇
の
三

五

��･

��･

��

桜
田
百
合
子
後
援
会

(
新
山

忠
男)

政
治
団
体
の

名
称

桜
田
百
合
子
後
援

会

桜
田
博
幸
後
援
会

��･

��･

��



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯
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政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

民
主
党
青
森
県
青
森
市
支
部

渋
谷

哲
一

平
成
��

･

��･

��

自
由
民
主
党
青
森
県
参
議
院
選
挙
区
第
一
支
部

山
崎

力

��･

��･

��

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

花
田
あ
き
ひ
と
自
由
ケ
丘
地
区
後
援
会

梅
原

茂

平
成
��･

��･

��

花
田
え
い
す
け
自
由
ケ
丘
地
区
後
援
会

梅
原

茂

��･

��･

��

玉
川
健
五
郎
後
援
会

玉
川

健
五
郎

��･

��･

��

届
出
者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

小
野
寺

晃
彦

未
来
の
青
森

を
創
る
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
本
町

一
丁
目
二
の

二
〇

青
森
市
中
央

一
丁
目
三
の

七

平
成

��･

��･

�


